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新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域から 

除外された区域における工事及び業務の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、これまで「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年５月７日変更）において、新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重

点措置区域」という。）以外の都道府県における取組について「緊急事態宣言解除後

の新型コロナウイルス感染症への対応」（令和３年３月 18 日新型コロナウイルス感

染症対策本部とりまとめ）を踏まえることとされているところであるが、令和３年５

月７日に政府対策本部長より、同５月 12日以降については、重点措置区域から宮城

県を除外する変更等に関する公示が行われたことを踏まえ、重点措置区域から除外さ

れた区域において工事等を実施する際は、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事



 

態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」（令和３年３月 22日付け事務

連絡）に基づき、地域の感染防止対策の実施状況を踏まえながら、適宜、対応された

い。 

なお、今後、その他の地域で重点措置区域から除外された際や重点措置区域におい

て都道府県知事が指定する措置区域から除外された際には、当該地域においても同様

に措置されたい。 
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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における 

工事及び業務の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年３月 21日に緊急事

態宣言が全ての地域において解除された。令和３年３月 18日に改正された「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下、「基本的対処方針」という。）に

おいて、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策は

ステージⅡ相当以下に下がるまで続けることとされている。 

そのため、今回宣言が解除された地域に加え、令和３年１月７日以降に緊急事態宣

言の対象地域となり、その後、解除された地域における工事等の実施に当たっては、

地域の感染防止対策の実施状況を踏まえながら、適宜、対応されたい。 

 



 

 また、その他の地域を含め、基本的対処方針において社会経済活動を継続しつつ、

再度の感染拡大を防止し、重傷者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を

進めていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引

き続き、工事等の対応について「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏

まえた工事及び業務の対応について」（令和３年１月７日付け国会公契第 29号、国官

技第 251号、国官総第 151号、国営管第 412号、国営計第 118号、国港総第 514号、

国港技第 65号、国空予管第 580号、国空空技第 282号、国空交企第 206号、国北予

第 46号。）に基づき、適宜、対応されたい。 


